
　　　　　　　　　　　　　　　　関東運輸局自動車運送事業安全管理室

行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20180605 セイナン株式会社（法人番号
9011701013470）　代表者浅木
茂

東京都江戸川区東瑞江２
－２２－２６

本社営業所 千葉県市川市塩焼５－１１
－１２－１０２

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
１７条第４項

平成２９年９月１３日、９月１５日、１２月１２日、本社営業所及び千葉営業所に対し監査を実
施。本社営業所１６件、千葉営業所３件の違反が認められた。
本社営業所　（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）乗務等の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条第１項）、（４）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（５）運転者に対する指導及
び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（６）高齢運転者に対す
る特別な指導実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（７）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）、（８）定期点検整備の未実施（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送
車両法第４８条第１項）、（９）整備管理者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１３条、道路運送車両法第５０条第１項）、（１０）整備管理者の変更届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第５２条）、（１１）無車検運行（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第５８条第１項）、（１２）運行管理者
の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第１項）、（１３）運行管理者の解
任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１９条）、（１４）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（１５）事業計画事前届出違反（事業用自動車の
種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（１６）事業計画事前届出違反（営業
所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（１７）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第２５条第２項）
千葉営業所　（１）整備管理者の変更届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３
条、道路運送車両法第５２条）、（２）運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１９条）、（３）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）

184 184

貨物自動車運送事業者の許可の取消処分

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


